
（別紙） 
中小企業省力化投資補助事業省力化製品販売事業者登録要領の一部を改訂する省力化製品販売事業者登録要領新旧対照表（傍線部分は改訂部分） 
 
中小企業省力化投資補助事業省力化製品販売事業者登録要領 

改訂後 現行 

 
１．事業概要 
１－２ 定義 
本登録要領における定義は、次のとおりとする。 

（２）製品カテゴリの定義 
「製品カテゴリ」とは、ある特定の業務に使用され類似の効能を発揮する製品
であり、その動作原理や外観、規模等において大きな差の無いものを総称する
ための分類を指す。 
工業会等が、会員企業等の製品カテゴリへの登録の要望等を踏まえ、中小企

業庁に対して、製品カテゴリの登録申請を行い、中小企業庁が業所管省庁等と
協議して、製品カテゴリの認定を行う。また、製品カテゴリそれぞれにおいて、
工業会等において承認を受けた省力化指標（当該製品カテゴリが対象業種の業
務領域においてどのような省力化効果を生み出すか、定量的な説明を行う指
標）が策定される。 
 
 
 
 
（３）省力化製品の定義  
「省力化製品」とは、（４）にて定義する省力化製品製造事業者が製造し、（5）
にて定義する省力化製品販売事業者が販売し、カタログに登録された汎用製品
を指す。 
製品登録においては当該製品カテゴリの省力化指標を満たすか等を工業会

等及び事務局において審査し、中小企業庁において承認された製品等がカタロ
グに登録され、中小企業等が交付申請に当たって選択できるようになる。 
 
 
 
 
（４）省力化製品製造事業者の定義 
「省力化製品製造事業者」（以下「製造事業者」という。）とは、中小企業等の
人手不足解消に効果がある IoT、ロボット等の省力化製品を製造している事業
者又は国内における総代理店（日本国内における独占販売権を保持している事
業者）として当該製品を扱う事業者を指す。 
 

 
１．事業概要 
１－２ 定義 
本公募要領における定義は、次のとおりとする。 

（２）製品カテゴリの定義 
「製品カテゴリ」とは、ある特定の業務に使用され類似の効能を発揮する製品
であり、その動作原理や外観、規模等において大きな差の無いものを総称する
ための分類を指す。 
工業会等が、会員企業等の製品カテゴリへの登録の要望等を踏まえ、中小企

業庁に対して、製品カテゴリの登録申請を行い、中小企業庁が業所管省庁等と
協議して、製品カテゴリの認定を行う。また、製品カテゴリそれぞれにおいて、
工業会等において承認を受けた省力化指標（当該製品カテゴリが対象業種の業
務領域においてどのような省力化効果を生み出すか、定量的な説明を行う指標）
が策定される。製品登録においては当該製品カテゴリの省力化指標を満たすか
等を工業会等及び事務局において審査し、中小企業庁において承認された製品
等がカタログに登録され、中小企業等が交付申請に当たって選択できるように
なる。 
 
（３）省力化製品の定義 
「省力化製品」とは、（４）にて定義する省力化製品製造事業者が製造し、（5）
にて定義する省力化製品販売事業者が販売し、カタログに登録された汎用製品
を指す。 
  事前に省力化に資するとして中小企業庁において定めた製品カテゴリに属す
る製品について、省力化製品としての登録申請を行うことができる。登録時の
審査として、製品カテゴリごとに定められた省力化指標に基づき省力化効果の
定量的な確認を行い、製品カテゴリごとに定められた省力化に関する性能基準
（以下「省力化基準」という。）を満たすとして承認されるとともに、事務局に
て申請要件を満たしていることの確認を受ける。 
 
（４）省力化製品製造事業者の定義 
「省力化製品製造事業者」（以下「製造事業者」という。）とは、中小企業等の人
手不足解消に効果がある IoT、ロボット等の省力化製品を製造している事業者
又は国内における総代理店として当該製品を扱う事業者を指す。省力化製品を
登録するに当たっては、工業会を通じて事務局へ製造事業者として登録申請を
行うとともに、省力化製品登録を行う必要がある。 



（６）補助事業者の定義 
本登録要領においては、「補助事業者」とは、省力化製品の導入により人手

不足解消を目指す中小企業等であって、販売事業者と共同で本補助金の申請を
行い、交付の対象となった事業者のことを指す。 
 
 
１－４ 公募受付期間・登録有効期間 
本事業は、令和８年９月末頃までの間に複数回の公募を行い、補助事業の申

請を受け付けるものとする。またカタログへの登録は、公募受付期間終了の半
年前程度まで随時行われるものとする。 
登録の承認を受けた省力化製品、製造事業者及び販売事業者の登録有効期間

は、令和８年度末までとする。ただし、登録要件の改定が行われた際や登録更
新が行われなかった際は登録取消になる場合がある。 
また、虚偽申請等不正事由、省力化製品登録の内容に虚偽や実態との乖離が

判明した場合、又は補助事業者に対する省力化への支援が不十分であった場合
はそれらの登録を取消す場合がある。 
 
 
２．登録と事業実施の流れについて 
２－２ 補助対象経費 
販売事業者は、販売する省力化製品の販売価格及び導入・設定費用（販売事

業者による想定価格）の価格を登録する。省力化製品の販売価格については、
その省力化製品を製造する製造事業者が製品審査申請の際に登録した製品本
体の想定小売価格が上限となる。また、導入・設定費用（販売事業者による想
定価格）に関しては、製造事業者が登録した導入・設定費用（製造事業者によ
る想定価格）の価格が上限となる。 
なお、交付申請における導入・設定費用（申請額）は、導入・設定費用（販

売事業者による想定価格）を上限に、かつ交付申請における製品本体価格（省
力化製品の販売価格を上限とする）の２割までの金額が補助対象経費となる。 
※補助対象となる経費・補助対象外となる経費については公募要領を参照する
こと 

※周辺機器等の構成要素をパッケージとして含んで製品が登録されている場
合、パッケージに含まれる各構成要素を取捨選択して交付申請することは認
められず、製品登録された内容通りに全ての構成要素を含めて導入すること
が補助金交付の要件となる。製品登録・交付申請時の納品書等に記載の項目
が、パッケージに含まれる各構成要素の品目名と一致すること。パッケージ
に含まれる全構成要素に対して財産処分の制限が及ぶことに留意すること。 

 
 
 
 

（６）補助事業者の定義 
本公募要領においては、「補助事業者」とは、省力化製品の導入により人手不

足解消を目指す中小企業等と、その中小企業等と共同で本補助金の申請を行う
販売事業者であって、交付の対象となった事業者のことを指す。 
 
 
１－４ 公募受付期間・登録有効期間 
本事業は、令和８年９月末頃までの間に複数回の公募を行い、補助事業の申

請を受け付けるものとする。またカタログへの登録は、公募受付期間終了の半
年前程度まで随時行われるものとする。 
登録の承認を受けた省力化製品、製造事業者及び販売事業者の登録有効期間

は、令和８年度末までとする。ただし、登録要件の改定が行われた際や登録更
新が行われなかった際は登録取消になる場合がある。 
また、虚偽申請等不正事由、省力化製品登録の内容に虚偽や実態との乖離が

判明した場合、又は共同申請を行った中小企業等に対する省力化への支援が不
十分であった場合はそれらの登録を取消す場合がある。 
 
 
２．登録と事業実施の流れについて 
２－２ 補助対象経費 
販売事業者は、販売する省力化製品の販売価格及び導入・設定費用（販売事

業者想定値）の価格を登録する。省力化製品の販売価格については、その省力
化製品を製造する製造事業者が製品審査申請の際に登録した小売希望価格が上
限となる。また、導入・設定費用（販売事業者想定値）に関しては、製造事業者
が登録した導入・設定費用（製造事業者想定値）の価格が上限となる。 
なお、交付申請における導入・設定費用（申請額）は、導入・設定費用（販売

事業者想定値）を上限に、かつ交付申請における製品本体価格（省力化製品の
販売価格を上限とする）の２割までの金額が補助対象経費となる。 
※補助対象となる経費・補助対象外となる経費については公募要領を参照する
こと 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



２－３ 事業実施の流れと販売事業者の役割 
（２）共同での交付申請および交付決定 
中小企業等と販売事業者は共同事業体としての取り決めに同意した上で、公

募期間内に申請受付システムを通じて交付申請を行う。 
なお、販売事業者は、中小企業等に対して、交付申請やその後の補助事業実

施等に当たっての注意事項を十分に説明するとともに、公募要領に規定する申
請要件を満たすか等について、販売事業者においても十分な確認を行うなど、
中小企業等の申請手続きのサポートを最大限行った上で共同申請を行う。な
お、共同申請に当たっては、別途事務局の示す共同事業実施規約及び宣誓書に
同意した上で事務局にその旨を申告する。 
その後、中小機構による審査を経て、採択事業者を決定する。本事業におい

ては、採択と同時に交付決定が行われ、中小企業等と販売事業者は申請受付シ
ステムを通じてその通知を受ける。交付決定は中小企業等と販売事業者の両者
に対して行われる。 
 
（３）補助事業実施 
交付決定日から原則１２か月以内（各公募回毎に事務局が定める日）が補助事
業期間となり、この間に省力化製品の受注・納入、導入支援及び実績報告を行
う必要がある。販売事業者は遅滞なく省力化製品を納入し、補助事業に係る中
小企業等からの問合せ・疑問等について対応を行い、円滑な補助事業推進のサ
ポートを行うとともに、適切な製品の導入支援・アフターサポート等を行う。 
 
 
 
（４）実績報告及び補助額の確定・支払い 
補助事業の実施に係る実績報告において、中小企業等は導入した省力化製品

に対する代金の支払いに係る証憑を事務局へ提出する。このため、販売事業者
は中小企業等に対し支払いに係る証憑（省力化製品の発注、契約、納品、検収、
請求、支払いに関する書類）を発行する際、省力化製品と各書類において照合
が取れるようにすること。（省力化製品名と各書類の費目は一致させること。）   
※一致が確認できない場合は補助対象外となる場合があるので注意するこ
と。 

※交付申請において選択されていない省力化製品（交付決定を受けていない
省力化製品）は、実績報告時に説明資料が提出されていても補助対象外と
なるので注意すること。 

実績報告を受け、事務局において補助額の確定を行う。補助額の確定後、補
助事業者は事務局に対して支払請求を行うことで補助金が支払われる。 
販売事業者は実績報告にかかる各種手続きに関して、補助事業者からの問合

せ・疑問等について対応を行い、円滑な実績報告のサポートを行うこと。 
 
 

２－３ 事業実施の流れと販売事業者の役割 
（２）共同での交付申請および交付決定 
中小企業等と販売事業者は共同事業体としての取り決めに同意した上で、公

募期間内に申請受付システムを通じて交付申請を行う。 
なお、販売事業者は、中小企業等に対して、交付申請やその後の補助事業実

施等に当たっての注意事項を十分に説明するとともに、公募要領に規定する申
請要件を満たすか等について、販売事業者においても十分な確認を行うなど、
中小企業等の申請手続きのサポートを最大限行った上で共同申請を行う。なお、
共同申請に当たっては、別途事務局の示す共同事業実施規約を両者間で締結す
る。 
その後、中小機構による審査を経て、採択事業者を決定する。本事業におい

ては、採択と同時に交付決定が行われ、補助事業者は申請受付システムを通じ
てその通知を受ける。交付決定は中小企業等と販売事業者の両者に対して行わ
れる。 
 
（３）補助事業実施 
交付決定日から原則１２か月以内（各公募回毎に確認すること）が補助事業期
間となり、この間に省力化製品の受注・納入、導入支援及び実績報告を行う必
要がある。販売事業者は遅滞なく省力化製品を納入し、補助事業に係る中小企
業等からの問合せ・疑問等について対応を行い、円滑な補助事業推進のサポー
トを行うとともに、適切な製品の導入支援・アフターサポート等を行う。 
なお、納品後１年未満で省力化製品の利用停止・廃棄・撤去・改造等を行う場

合、補助金返還の対象となる。 
 
（４）実績報告及び補助額の確定・支払い 
補助事業の実施に係る実績報告において、中小企業等は導入した省力化製品に
対する代金の支払いに係る証憑を事務局へ提出する。このため、販売事業者は
中小企業等に対し契約書・請求書・納品書・検品書を発行する際、省力化製品と
各書類において照合が取れるようにすること。（省力化製品名と各書類の費目は
一致させること。） 
※一致が確認できない場合は補助対象外となる場合があるので注意するこ
と。 

※交付申請において選択されていない省力化製品（交付決定を受けていない
省力化製品）は、実績報告時に説明資料が提出されていても補助対象外と
なるので注意すること。 

実績報告を受け、事務局において補助額の確定を行う。補助額の確定後、補
助事業者は事務局に対して支払請求を行うことで補助金が支払われる。 
販売事業者は実績報告にかかる各種手続きに関して、補助事業者からの問合

せ・疑問等について対応を行い、円滑な実績報告のサポートを行うこと。 
 
 



（５）効果報告期間 
補助事業終了後、毎年４月から６月までに効果報告を行う。 
このとき販売事業者に対しても補助事業者としての効果報告が課され、省力

化製品の稼働やメンテナンスに関する情報の提出が必要となる点に留意する
こと。 
また、効果報告にかかる各種手続きに関して、中小企業等からの問合せ・疑

問等について対応を行い、円滑な効果報告のサポートを行うこと。 
また、この時に中小企業等から提出する労働生産性の向上状況・省力化の効

果に関する状況が、申請時の目標値やカタログに登録された省力化指標の値を
著しく下回っている場合は、事務局が個別に事情を聴取することがあるほか、
複数の補助事業で同様の事例が多数見られる場合は省力化製品や販売事業者
の登録取消を行うことがある。 
 
 
３．登録時の要件及び留意事項 
３－１ 販売事業者の要件 
（１）基本的事項 
⑥中小機構及び事務局は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な
遂行のため必要があると認めたときは、立入調査等を行うこととし、調査
への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は登録の取消
となることに同意すること。 

 
（３）供給・販売体制に関する事項 
①本事業の対象要件を満たす省力化製品を事業者へ提供・販売した実績を有
していること。 

③受注状況の予期せぬ変動により上記を満たせない場合は、在庫が回復する
までカタログ掲載の一時取りやめを行う等の適切な措置を講じること。 

 
（６）事業実施に関する事項 
⑦中小企業等に対し、申請マイページ作成、各種申請及び手続き等における
虚偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等、並びにその他不適当な行為が行
われていることが明らかになった場合は交付決定の取消となる場合があ
る旨を交付申請前に説明を行い、同意を得ること。 

⑩効果報告において必要となる、導入した製品の稼働状況や保守・メンテナ
ンス履歴等のサポート実績の記録を製造事業者が保持している場合は、製
造事業者から当該情報の共有を受けられるように事前の取り決めを両者
で行うこと。 

⑫事務局及び中小機構は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な
遂行のため必要があると認めたときは、立入調査等を行うこととし、調査
への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は販売事業者
の登録取消、交付決定の取消や補助金返還となることに同意すること。 

（５）効果報告期間 
補助事業終了後、毎年４月から６月末までに効果報告を行う。 
このとき販売事業者に対しても補助事業者としての効果報告が課され、省力

化製品の稼働やメンテナンスに関する情報の提出が必要となる点に留意するこ
と。 
また、効果報告にかかる各種手続きに関して、中小企業等からの問合せ・疑

問等について対応を行い、円滑な効果報告のサポートを行うこと。 
また、この時に中小企業等から提出する労働生産性の向上状況・省力化の効

果に関する状況が、申請時の目標値やカタログに登録された省力化指標の値を
著しく下回っている場合は、事務局が個別に事情を聴取することがあるほか、
複数の補助事業で同様の事例が多数見られる場合は省力化製品や販売事業者の
登録取消を行うことがある。 
 
 
３．登録時の要件及び留意事項 
３－１ 販売事業者の要件 
（１）基本的事項 
⑥中小機構及び事務局は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な
遂行のため必要があると認めたときは、立入調査等を行うこととし、調査
への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は登録の取消
しとなることに同意すること。 

 
（３）供給・販売体制に関する事項 
①本事業の対象要件を満たす省力化製品を提供・販売した実績を有している
こと。 

③受注状況の予期せぬ変動により上記を満たせない場合は、在庫が回復する
までカタログ登録の一時取りやめを行う等の適切な措置を講じること。 

 
（６）事業実施に関する事項 
⑦中小企業等に対し、申請マイページ作成、各種申請及び手続き等における
虚偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等、並びにその他不適当な行為が行
われていることが明らかになった場合は交付決定の取消しとなる場合があ
る旨を交付申請前に説明を行い、同意を得ること。 

⑩効果報告において必要となる、導入した製品の稼働状況や保守・メンテナ
ンス履歴等のサポート実績の記録を製造事業者が保持している場合は、製
造事業者から当該情報の共有を受けられるように事前の取り決めを行うこ
と。 

⑫事務局及び中小機構は、交付申請や実績報告時において補助事業の適正な
遂行のため必要があると認めたときは、立入調査等を行うこととし、調査
への協力を要請された場合は協力すること。協力しない場合は販売事業者
の登録取り消し、交付決定の取消しや補助金返還となることに同意するこ



 
 
 
３－２ 製造事業者から販売事業者登録の確認を受ける際の要件 
①当該販売代理店等が省力化製品に類するサービスを提供・販売した実績を
持ち、登録された省力化製品を提供できること。 

②当該販売代理店等が、販売事業者の要件及び宣誓事項の要件全てを満たし
ていること。 

③販売代理店等は、申請マイページ作成、各種申請及び手続き等における虚
偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等並びにその他不適当な行為が行われ
ていることが明らかになった場合は交付決定の取消となる場合がある旨
の説明を受け、同意すること。 

 
 
 
 
④効果報告において販売事業者に提出が求められる導入した製品の稼働状
況、保守・メンテナンス履歴等のサポート実績の記録を製造事業者が保持
している場合は、販売事業者が当該内容を事務局に報告できるよう、記録
の共有を行うこと。また、その旨の取り決めを両者で行うこと。 

 
 
 
３－３ 留意事項 
（２）共同申請における交付決定の取消時の扱いについて 
中小企業等・販売事業者の双方が補助金の交付決定を受け、補助事業者とし

て事業に取り組む必要がある。交付決定の全部又は一部が取り消された場合に
おいて、すでに補助金が支払われているときは、販売事業者に対しても返還が
命じられることがある。 
 
 
４．登録申請手続き 
４－１ 申請方法及び申請項目 
＜提出書類＞ 
・履歴事項全部証明書写し（発行から３か月以内のもの） 
・直近１年間の貸借対照表及び損益計算書 
・税務署の発行する法人税の直近の納税証明書(その１又はその２)  
※１期の決算を迎えた上で提出すること 

・省力化製品販売実績証明書（納品書） 
なお事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。 
 

と。 
 
 
３－２ 製造事業者から販売事業者登録の確認を受ける際の要件 
①当該販売代理店等が省力化製品に類するサービスを提供・販売した実績を
持ち、登録された省力化製品を登録及び提供できることを確認すること。 

②当該販売代理店等が、販売事業者の要件及び宣誓事項の要件全てを満たし
ていることを確認すること。 

③自身が案内を行う販売代理店等に対し、申請マイページ作成、各種申請及
び手続き等における虚偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等並びにその他
不適当な行為が行われていることが明らかになった場合は交付決定の取消
しとなる場合がある旨を交付申請前に説明を行い、同意を得ること。また、
販売事業者が虚偽や不正、業務の怠慢、情報の漏洩等又は並びにその他不
適当な行為が行われていることが明らかになった場合は、当該事業者の確
認を行った製造事業者及びその製造事業者が登録した省力化製品の登録取
消となる場合があることに同意すること。 

④効果報告において販売事業者に提出が求められる導入した製品の稼働状
況、保守・メンテナンス履歴等のサポート実績の記録を製造事業者が保持
している場合は、確認先の販売事業者が当該内容を事務局に報告できるよ
う、記録の共有を行うこと。また、その旨の取り決めをあらかじめ販売事
業者と行うこと。 

 
 
３－３ 留意事項 
（２）共同申請における交付決定取消時の扱いについて 
中小企業等・販売事業者の双方が補助金の交付決定を受け、補助事業者とし

て事業に取り組む必要がある。交付決定の全部又は一部が取り消された場合に
おいて、すでに補助金が支払われているときは、販売事業者に対しても返還が
命じられることがある。 
 
 
４．登録申請手続き 
４－１ 申請方法及び申請項目 
＜提出書類＞ 
・履歴事項全部証明書写し（発行から３か月以内のもの） 
・直近２年間の貸借対照表及び損益計算書 
・税務署の発行する法人税の直近の納税証明書(その１又はその２)  
※１期の決算を迎えた上で提出すること 
 
なお事務局より説明を求められた場合は、追加資料等により説明を行うこと。

（別紙１参照） 



＜申請事項＞ 
・販売事業者の基本情報（事業者名、所在地など） 
・取り扱う省力化製品 
・製品本体の販売価格 
・導入費 
・省力化製品の販売実績 
・販売体制及びサポート体制（販売店所在地、営業エリアおよび製品に関する
サポート提供がわかるもの） 
 
 

＜申請事項＞ 
・販売事業者の基本情報（法人名、所在地など） 
・取り扱う省力化製品 
・製品本体の販売価格 
・導入費 
・省力化製品の販売実績 
・販売体制及びサポート体制（サポートを提供する地域の範囲） 
 
 
 

 


